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　令和元年台風第１９号災害で被災された県内市町のうち、災害救助法と被災者生活再建支援
法の両方の適用を受けた県内の町及び県南の市町に、皆様からお寄せいただいた義援金をお
届けしました。
　１２月１８日には小山市・茂木町、２０日には栃木市・佐野市・足利市を訪問し、各市町長へ義
援金をお届け致しました。なお、小山市からは感謝状をいただきました。
　被災された皆様の復興を心よりお祈り申し上げます。

大きな被害を受けた佐野市長へ 小山市長より感謝状をいただきました

皆様からの義援金を県内の被災市町にお届けしました

野木町の防災 Vol.14 野木町消防団サポート事業について
問総務課　撒（57）4112

　町では、野木町消防団サポート事業にご賛同いただける事業所等を募集しております。

野木町消防団サポート事業とは
　この事業は、事業所等の協力を得て、地域の安全 ･安心のために活動している消防団員及びその家族
等に対し、優遇措置を提供していただくことにより消防団をサポートし消防団員の確保につなげていく
ものです。

　

現在野木町消防団サポート事業にご賛同いただいている事業所
・畳工事請負業　大高畳店
・一の坊
・こじま寝装
・居酒屋ひかり

・(有)三田商会
・きんしゃい亭　野木店
・tesoro
・(有)川島自動車工場

サポート事業所登録申請方法
　登録申請は、『消防団サポート事業所登録申請書』をご記入の上、町総務課消防交通係までご提出願
います。
　また、サポート店に認定後、町ホームページ及び町広報等により事業所名、サポート内容を公表させ
て頂きます。

消防団サポート事業所登録申請書は
　①町ホームページからダウンロード
　②総務課窓口まで


